
介護サービス事業者の業務管理体制について

１ 業務管理体制の整備・届出

介護サービス事業者には、法令遵守等の業務管理体制の整備・届出が義務付けられて
います。（平成２１年５月１日～）
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○ 業務管理体制整備の内容

２０未満 ２０以上１００未満 １００以上

＜指定又は許可を受けている事業所等の数（みなし事業所を除く）＞
総合事業における介護予防・生活支援サービス事業は、事業所等の数から除いてください。

「法令遵守責任者」とは、法令を遵守するための体制の確保にかかる責任者です。
・ 介護サービス事業者（法人）で１名を選任してください。
・ 何らかの資格等を要するものではありません。
・ 法人の代表者自身が法令遵守責任者となることを妨げるものではありません。
・ 事業所の管理者等、専従が要件となっている者であっても法令遵守責任者と

して選任することができます。

区分 届出先

① 指定事業所が３以上の地方厚生局管轄区域に
所在する事業者

厚生労働大臣

② 指定事業所が２以上の都道府県に所在し、かつ、
２以下の地方厚生局管轄区域に所在する事業者

主たる事務所の所在地の
都道府県知事

③ 指定事業所が同一指定都市内にのみ所在する
事業者

指定都市の長

④ 指定事業所が同一中核市にのみ所在する事業
者（※）

中核市の長

⑤ 地域密着型サービス(予防含む)のみを行う
事業者で、指定事業所が同一市町内にのみ所
在する事業者

市町村長

⑥ ①から⑤以外の事業者 都道府県知事

○ 届出先
届出先は各事業者が運営する事業所等の所在地により異なります。

資料６

1

（※）指定事業所に介護療養型医療施設を含む場合は除く（届出先は都道府県知事のまま）



２ 業務管理体制確認検査

○ 平成２６年度から、業務管理体制に係る確認検査（一般検査）を実施しています。

【目的】
• 事業者が運営する事業所等の数に応じた適切な業務管理体制を整備している

かどうかを確認すること
• 事業者自らが法令遵守の取組状況等について自己点検し、今後のコンプライア

ンス向上のための取組みを考えるきっかけにしてもらうこと

○ 令和６年度の検査対象事業者については、来年度に別途通知するので対象と
なった場合は、法令遵守責任者において確認表を記入の上、提出してください。

一般検査 特別検査

• 定期的に実施（概ね６年
に１回）

• 業務管理体制の整備、運
用状況を確認（原則書面
検査）

• 指定事業所等の指定等取消処分相当事案が
発生した場合に実施

• 事業所本部等へ立ち入り、業務管理体制の整
備状況を検証するとともに、当該事案への組織
的関与の有無を検証

【参考】過去の一般検査結果
☑届出内容に変更があったにもかかわらず、変更の届出がされていない。
Ex)法令遵守責任者、法人代表者、法人の主たる事務所の所在地等

☑法令遵守責任者の役割（事業者回答）
法人の全役職員に対してコンプライアンスの周知徹底と意識の共有を図る。
法令遵守に係る問題点の抽出等、自主点検を恒常的に行う。

☑法令遵守責任者の業務内容（事業者回答で多かった項目）
関係法令等の情報収集及び周知、法令違反行為があった場合の事実関係の把握
及び解決策の検討実施

○ 業務管理体制の整備に関する届出事項は、以下のとおりです。
なお、届け出た内容に変更があった場合は、遅滞なく変更届を提出してください。
※事業所等の数に変更が生じた場合であっても、整備すべき内容に変更がない場
合は変更届の提出は必要ありません。

届出事項 対象事業者

①事業者の名称又は氏名
②主たる事務所の所在地
③代表者の氏名、生年月日、住所、職名
④「法令遵守責任者」の氏名、生年月日

全ての事業者

⑤「法令遵守規程」の概要
事業所等の数２０以上の事業
者

⑥「業務執行状況の監査」の方法の概要
事業所等の数１００以上の事
業者
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３ 業務管理体制の届出様式等

○ 業務管理体制の届出様式や届出済事業者一覧は、「かいごへるぷやまぐち」に
掲載しております。

かいごへるぷやまぐち 検索

URL: https://www.kaigo.pref.yamaguchi.lg.jp/
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届出済事業者一覧を掲載
届出を行っているかご確認ください。
また、既に届け出ている事業者につ
いても、業務管理体制として法人番
号を付番していますので、ご確認く
ださい。

整備（区分変更）届等を掲載


